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交通のご案内 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

越谷市児童発達支援センター 

 

保育所等訪問支援事業 
のご案内 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

越谷市児童発達支援センター 
 

〒343-0011 

埼玉県越谷市大字増林 5827 番地 1 

保育所等訪問支援事業窓口 

電話 048-940-5961 

048-940-５９５１（代表） 

FＡＸ 048-964-3711 

月～金(祝祭日を除く)8：30～17：00 

至北越谷 
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障害者就労
訓練施設 
しらこばと 

越谷市児童発達支援センター 

●交通アクセス 

越谷駅東口から朝日バス 「増林」下車 

市立病行きに乗車の場合は、同病院で下車し  

徒歩約７分 

南越谷駅南口からタローズバス 

東埼玉テクノポリス・越谷斎場・松伏ターミナ

ル行「城ノ上小学校入口」下車 

越谷ﾚｲｸﾀｳﾝ駅北口からタローズバス 

南埼玉病院前経由タローズバス本社前行 

「城ノ上小学校入口」下車 

保護者 

センターでの事前相談 

所属先との調整 

子ども福祉課への利用計画提出 

通所受給者証取得 

センターでの契約 

個別支援計画説明 

利用開始 



みんなと一緒に

なかよく遊びた

いな 

わかりやすく

おしえて 

何に困っている

か一緒に考えて 

 

 

保育所等訪問支援事業とは 

 
 保育所や幼稚園などを利用してい

る児童、または、利用する予定のあ

る児童を対象に、保育所等を訪問し

て集団生活を楽しく送れるように専

門的な支援を行う事業です。 

 児童福祉法に位置づけられた制度

になります。 
 

 

 
 

 

 
      
     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

訪問支援の方法 

 
・概ね月に１回程度の訪問 

   

・保育所や幼稚園などでのお子さん

の様子を観察し、その後、先生方と

情報交換を行います。 

 

・必要に応じて、活動に一緒に参加

させて頂くこともあります。 

 

 

 

 

利用条件 
 
・保育所や幼稚園などに通っている

集団行動やお友だちとの関わりに支

援の必要なお子さんが対象です。 

 

・受給者証の申請が必要です。収入

に応じた利用料が発生します。 

※就学前3歳児～5歳児の場合利用料

は発生しません。 

 

 

 

 

 

 

 

 


